
○
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

⑤｜
る

④’
長
し
た
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

（
そ
の
範
囲
内
に
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
官
す
、
へ

き
期
日
が
あ
る
検
事
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た
期
限
の
翌
日
か

ら
当
該
退
官
す
べ
き
期
日
ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す

手
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た

’
一

種

さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
検
事
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
限
の
翌

日
に
他
の
職
に
補
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条

起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該
検

事
を
引
き
続
き
当
該
検
事
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
に

占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
務
大
臣
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続
き

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
延

認
め
る
と
き
は
、
准

別
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
」

が
年
齢
聖
ノ、

十

三

年

き
は
、
当
該
検
事
が
年
齢
‐

に
「
準
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
事
由
が
あ

事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
検
事
を
他
の
職
に
補
す
る
こ
と
に
よ

り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由

と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
准

に
と
が
で
き
る
。

法
務
大
臣
は
、
前
二
項

月I」

項
改

正

に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら

案

ス
）
し
」と

し
て
勤
務

認
め

る
と ヰ望~’

’

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各
一
人
を
置
き
、
一
級
の
検

事
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

’

！

’
現

’

行 （
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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に
つ
い
て
、
当
該
検

の
職
務
の
蓋

の
規
定
に
よ
り
検
事
正

寺

|卜
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片

則

へ

以

ｒ
こ
の
条
に
お
い
て



'|

⑥

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
及

⑦
法
務
大
臣
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
事
を
検
事
正

⑧’②’
つ
い
て
準
用
す
る
。

③
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の

庁
の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
か
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
片

区
検
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一

充
て
る
。 二
人
以
上
の
検
事
又
は

第
十
一
条
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の
指
揮
監

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
国
家
公
務
員
法

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
第
三
項
及
び
第
四
項
の

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
検
事
を
定
年
に
達
し
た
と
き
に
占
め
て

び
前
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
職
に
補
す
る
に
当
た
っ
て
法
務
大

規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
に
占
め
て
い
た
職

臣
が
遵
守
す
べ
き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
他
の
職
に
補

を
占
め
た
ま
ま
勤
務
す
．
へ
き
期
限
の
延
長
に
関
し
必
要
な
事
項

の
職
に
補
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
か
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁

の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

は
、
準
則
で
定
め
る
。

い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
一
一
と
と
し
た
場

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
七
第

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
上
席
検
察
官
に

検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各

人
を
置
き
、
検
事
を
も
っ
て

②
検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁

の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

②
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の

庁
の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
且
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各

第
十
一
条
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の
指
揮
監

全
耕
設
）

（
新
設
）

区
検
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
を
以
て
こ
れ

に
充
て
る
。

（
新
設
）
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②’②’ 第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

第
二
十
条
の
二

は
検
事
長
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職

任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

｜
・
二
（
略
）

督
す
る
検
察
官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第

八
項
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
《
〉

者
の
ほ
か
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は
、
次
長
検
事
又

手
９
ス
〕
０

条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十

を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長

た
日
」
と
、
「
を
当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該

法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

項
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し

一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延

検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
対
す
る
国
家
公
務
員

前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
六
十

退
官

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
退
官

す
る
。

（
新
設
）

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に

（
新
設
）

任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
外
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

｜
・
二
（
略
）

（
新
設
）

督
す
る
検
察
官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第

↑
一
項
に
規
定
す
る
事
務
の
｜
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

Q
J



③’
末
日
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
五
項
又
は
第

勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
の
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の

六
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て
勤
務
さ
せ

人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は

占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と
あ

院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
が
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

と
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
こ

る
期
限
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お

年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
「
を

定
す
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
あ
っ
て
は
．
、
年
齢
が
六
十
三

ろ
に
よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
（

人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
の
定
沈
る
と
二

て
勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き

適
用
し
な
い
。

年
に
達
し
た
日
）
」
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し

当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該
職
員
が
定
年
に
達

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規

に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事

い
て
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
つ

七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
る
定

る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二

の
項
本
文
に
規
定
す
る
期
限
は
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
三
年

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定

し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ

っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職

当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の

検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の

（
新
設
）

1

4



’④
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と

該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
つ

席
検
察
官
と
し
て
勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
検
事
で
あ
つ

得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占

員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
条
第
三
項
又
は
第

を
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
以

は
「
検
察
庁
法
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
」
と
あ
る
の

規
則
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
人
事
院

達
し
た
日
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事
院

副
こ
と
い
う
。
）
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
同
法
第

１ 下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上

て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を

項
本
文
に
規
定
す
る
期
限
は
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
三
年
に

せ
る
期
限
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ

四
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
と
し
て
勤
務
さ

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

る
こ
と
に
つ
い
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
単
に
「
準

て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の

命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

検
事
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）
」
と
し

だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て

二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
こ
の

き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任

り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た

の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は

「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規

同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
、

（
新
設
）
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⑤’⑥’⑦’⑧’
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
を
検
事
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り

次
長
検
事
又
は
検
事
長
を
引
き
続
き
年
齢
六
’
三
年
に
達
し
た

長
検
事
又
は
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か

と
が
で
き
る
。

と
き
に
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
さ
せ
る
こ

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該

に
達
し
た
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
、
当
該
次
長
検
事

家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
次

長
検
事
又
は
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た
期
限
の
翌
日
か

た
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
そ

と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
延
長
し

が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続
き
あ
る

し
て
内
閣
が
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
次

公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と

又
は
検
事
長
の
職
務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

達
し
た
と
き
に
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続

す
，
へ
き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
検
事
へ
任
命
す
る
こ
と

き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

長
検
事
又
は
検
事
長
を
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
が
定
年
に

る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
当
該
退
官
す
《
へ
き
期
日
ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す

し
て
勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に

に
よ
る
検
事
へ
の
任
命
を
行
う
に
当
た
っ
て
法
務
大
臣
が
遵
守

の
範
囲
内
に
第
一
項
に
規
定
す
る
退
官
す
、
へ
き
期
日
が
あ
る
次

つ
い
て
、
当
該
期
限
の
翌
日
に
検
事
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る

内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
齢
が
六
十
三
年

内
閣
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
期
限

内
閣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と

第
四
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定

た
だ
し
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
国

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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附
則

’
第
一
条
（
略
）

第
三
十
条

（
削
る
）

第
二
十
九
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
い
に
必
要
な
補
助
を
す
る

○

帝
弟
三
十
皇
柔
不

（
削
る
）

十
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び

に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附
則

第
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

に
関
し
必
要
な
事
項
は
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
、
第
五
項

及
び
第
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
に
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占

め
た
ま
ま
勤
務
す
べ
き
期
限
の
延
長
に
関
し
必
要
な
事
項
は
内

閣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

〆へ

略
一

第
十
五
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二

､

同
法
の

第
三
十
四
条
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審

院
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事

総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の

第
三
十
三
条
こ
の
法
律
は
、

れ
を
施
行
す
る
。

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条Ｉ

第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、

‐
第
三
十
二
条
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、
こ
れ
を

定
め
る
。

第
三
十
一
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る

０

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て
、
同
法
の

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。
の
規
定
は
、
国
家
公

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
十
三
条

十
条

附

則

及
び
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条

●

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ

削
除

第
十
八
条
乃
至
第
二

務
員
法
（
昭

の
規
定
に
よ | ’

ワ

イ



’
第
二
条
（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

’ 第
三
十
五
条
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審

第
三
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ

の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
こ
の
法
律
施
行
前
弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の

第
三
十
七
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る

三
年
に
達
す
る
者
に
つ
い
て
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
も
同
様
と

Ｉ
す
る
。

庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定

件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

裁
判
所
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は

院
検
事
、
従
前
の
検
事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区

件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴

院
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ

事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
し
た

者
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事

、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の

行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴
院
検
事
、
従
前
の
検

実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
者
又
は
こ
の
法
律
施
行
の
際
現

、
そ
の
資
格
を
得
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の

れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事

め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察

す
る
者
で
弁
護
士
の
在
職
年
数
が
こ
の
法
律
施
行
後
に
お
い
て

と
み
な
す
。
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
弁
護
士
た
る
資
格
を
有

に
弁
護
士
試
補
た
る
者
で
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終

8



（
削
る
）

（
削
る
）

’③
弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令
（
昭
和

第
三
十
八
条
の
二
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
琉
球

第
三
十
八
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
若
し
く
は
判
事
の
在

考
試
を
経
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な

’
す
。

南
洋
庁
判
事
の
在
職
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の

在
っ
た
と
き
は
、
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
外

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二
級
の
検
事
の
在
職
と
み
な
す
。

修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。

試
を
経
た
も
の
は
、
そ
の
考
試
を
経
た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法

、
少
年
審
判
官
、
領
事
官
、
朝
鮮
総
督
府
検
事
、
朝
鮮
総
督
府

職
又
は
同
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
司
法
省
各

）
に
よ
る
弁
護
士
（
以
下
外
地
弁
護
士
と
称
す
る
。
）
の
職
に

十
一
年
制
令
第
四
号
）
、
台
湾
弁
護
士
令
（
昭
和
十
年
律
令
第

え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

裁
判
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
在
職
の
年

諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

関
東
法
院
検
察
官
、
関
東
法
院
判
官
、
南
洋
庁
検
事
若
し
く
は

判
事
、
台
湾
総
督
府
法
院
検
察
官
、
台
湾
総
督
府
法
院
判
官
、

弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考

弁
護
士
及
び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通
じ
て
三
年
以
上
に
な

地
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地

七
号
）
又
は
関
東
州
弁
護
士
令
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
十
六
号

司
法
研
究
所
指
導
官
、
司
法
研
究
所
事
務
官
、
司
法
省
参
事
官

局
長
、
司
法
省
調
査
部
長
、
司
法
省
調
査
官
、
司
法
書
記
官
、

る
も
の
は
、
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る

の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
前
に
沖
縄
に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
令

（
以
下
「
沖
縄
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
、
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（
削
る
）

（
削
る
）

2131第
三
十
九
条
の
二
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市

第
三
十
九
条
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の

在
職
の
年
数
が
通
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
前
に
、
司
法
修
習

修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
在
職
の
年
数
、
弁
護
士
と
な
る
資
格

数
の
う
ち
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得

生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の

た
後
の
在
職
の
年
数
で
通
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
後
の
も
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
職
に

球
高
等
検
察
庁
事
務
局
長
又
は
琉
球
政
府
法
務
局
の
部
長
、
室

を
得
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
）

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
職
に
あ
っ
た
者
と
み
な
す

１
０

あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。

長
若
し
く
は
訟
務
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
は
、
前
項
の
規
定
の

数
に
限
る
。

、
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一

規
定
に
よ
る
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。
た
だ
し

年
数
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の

所
事
務
局
長
又
は
琉
球
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た

は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と
す
る
。

二
級
の
検
事
の
在
職
の
年
数
と
み
な
す
。

は
、
奏
任
文
官
を
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と

町
村
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規

の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
の
当
該
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
年

（
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
訴
検
察
庁
事
務
局
長
、
琉

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
調
査
官
、
琉
球
上
訴
裁
判

10



’
第
三
条’

第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

度
（
当
該
前
年
度
に
検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前

年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思

く
。
）
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年

は
、

て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
四
十
二
条
政
令
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て
、
他
の

第
四
十
一
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判

第
四
十
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検

（
新
設
）

（
新
設
）

高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と

Ｉ
す
る
。

」
を
「
管
轄
裁
判
所
二
対
応
ス
ル
検
察
庁
ノ
検
察
官
」
に
改
め

ｌ
ブ
（
四
○
法
律
中
「
検
事
」
を
「
検
察
官
」
に
、
「
管
轄
裁
判
所
ノ
検
事

ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る

事
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
職
に
在

所
書
記
の
職
に
在
っ
て
検
事
局
に
属
す
る
者
又
は
検
察
補
佐
官

せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は

る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
検
事
に
任
ぜ

二
級
の
者
は
、
二
級
に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、
三
級
に
叙

の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
現

11



定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該
準
則
で
定

げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸

定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
十
二
項
か

則
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年

め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非

ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三

齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及

基
本
額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た
日
に
定
年
に
よ
り

下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上

退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す

に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を
引
き

提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け

び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を

の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官
と
し
て
法
務
大
臣
が

る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年

る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

ｌ

・
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ

２
．
３

床
一
条
検
察
官
の
給
与
に
震
し
て
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
の
胴
咋
に
川
備
Ⅲ
－
－
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
桧

事
及
び
附
則
第
三
条
に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
若

し
く
は
二
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

五
号
）
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日

合
、
支
勤
手
当
受
狄
昔
ョ
亘
手
当
ま
、
二
℃
矛
一
支
合
し
ま
へ
。

！
3 2末

一
条
検
察
官
の
給
与
に
産
し
て
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別

幟
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
の
例
に
よ
り
、
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
桧

事
及
び
第
九
条
に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
若

し
く
は
二
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

五
号
）
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日

給
、
夜
勤
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
・

次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ
り
、
単

身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

寒
冷
地
に
在
勤
す
る
検
事
長
に
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ
り

、
寒
△
祠
也
手
当
学
一
芝
△
洞
ナ
５
．

川
昨
１
冊
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ト
ー
朏

茸
Ｋ
△
ロ
ナ
ソ
重
』
。

虹
辻
陛
些
伴
同

倖
の
権Ｉ
、
沼
和

十
一
日

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

雪|隼
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’’
第
三
条’

第
二
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二

第
四
条

（
削
る
）

年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
い
か
な
る
条
項
を
も
廃
止
し
、
若
し

く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
略
）

へ

略
…

第
十
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
対
す
る
俸
給
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
含
む
。
）
か
ら
、
当

該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減

ず
る
。
一
検
事
総
長
百
分
の
二
十

第
九
条
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限
り
、
当
分

の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
三
万
四
千
円
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

’ I
21第

八
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法

第
七
条
検
察
官
の
俸
給
等
の
応
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭

そ
の
他
の
給
与
の
内
払
と
み
な
し
、
こ
れ
を
超
え
る
額
（
退
職

い
て
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
給
与
と
み
な
す

０

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
六
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

の
如
何
な
る
条
項
を
も
廃
止
し
、
若
し

く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

所
得
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
適
用
に
つ

の
他
の
給
与
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
俸
給

昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
す
で
に
支
給
さ
れ
た
俸
給
そ

14



I
第
五
条
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の

21
者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

り
そ
の
者
の
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を

とを
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢

目|｜
／、」 よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準

が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額

「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
七
項
本
文
の
規
定
に

す
る
。

（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
準
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
者

く

二
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
百
分
の
十
五

三
次
長
検
事
及
び
そ
の
他
の
検
事
長
百
分
の
十

四
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条

に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸

給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
。
七
七

五
十
五
号
か
ら
二
十
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
十

号
か
ら
十
六
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
七

・
七
七

六
十
七
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
四
・
七
七

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と

と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

る
。

３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
新
設
）
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’
第
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
検
察
官
に
対
す
－
（
新
設
）

21 ３
前
項
の
準
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

俸
給
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支

給
す
る
。

も
の
と
す
る
。
）
と
特
定
日
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る

に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満

、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
算

出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

る
者
に
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百

法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
伴
う
降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
、
同
項
中
「
伴
う
降
給

る
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
及
び
国
家
公
務
員
法
第
八
十
九
条
第

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
中

「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に

前
項
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

16



○
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

17

附
則

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え

’
…

’
第
三
条
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
に

’2
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る

」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察

官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の

用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定

い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、

及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
」
と
す
る
0

規
定

の
適

の
適
用
に
つ

「
二

別
条
ま
で

改
正
案

附
則

（
新
設
）

（
新
設
）

１
４
？
、
、

現
行



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
口
互
（
附
則
第
一
一
十
九
条
関
係
）

Ｉ
愼

（
経
過
措
置
）

二
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者
笛

で
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

柘
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

弓
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

畝
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六

午
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

韻
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

便
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

任
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

一
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
頷
の
俸
給

Ｉ
慣

（
経
過
措
置
）

三
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者

で
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
詞
州
劇
珂
１
１
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

一
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
頷
の
俸
袷

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
九
・
一

２
．
３
（
略
）

２
－
部
施
行
日
以
降
に
新
た
に
検
察
官
に
な
っ
た
者
に
つ
い
て

、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支

給
さ
れ
る
検
察
官
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
検
察
官
に
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
俸
給
を
支
給
す
る
。

３
次
長
検
事
又
は
検
事
長
（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
を
除
く

。
）
で
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支
給
さ
れ
る
も
の
に

は
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
別
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
十
四
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用

を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。

を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
九
・
一

19



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
（
附
則
第
三
十
二
条
関
係
）

Ⅲ
員

仙
頂

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日

（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

の
適
用
の
特
例
）
の
適
用
の
特
例
）

二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
第
二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
次
条
及
び
附
則
第
四

に
お
い
て
は
、
国
家
条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に
ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十

第
四
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と

し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す

ｕ
Ｊ
ｏ

魁
ｊ
Ｏ

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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（
削
る
）

（
削
る
）

’
第
三
条
特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
国

第
四
条
特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
法

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
及
び
同
法

際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に

職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
適
用
の
特
例
）

察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律

あ
る
の
は
、
「
期
末
手
当
の
額
（
こ
れ
ら
の
給
与
の
う
ち
、
検

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
条
第

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
中
「
同
法
第
十
九
条

科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家

を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（

律
第
十
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
（
こ
れ
ら
の
給
与
の
う
ち
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法

」
と
あ
る
の
は
「
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第

）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の

り
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額

員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
号

四
年
法
律
第
二
号
）
第
九
条
第
三
項
」
と
、
同
法
第
十
三
条
第

の
適
用
の
特
例
）

二
項
た
だ
し
書
中
「
期
末
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
期
末
手
当
の

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
期
末
手
当
」
と

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務

（
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般

（
検
察
官
の
給
与
に
関
す
る
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検

21



（
端
数
計
算
）

第
三
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

’
第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
端
数
計
算
）

第
五
条
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

’
第
六
条
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

り
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定

（
政
令
へ
の
委
任
）
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○
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
（
附
則
第
三
十
五
条
関
係
）

（
適
性
評
価
に
藍
す
る
個
人
情
報
の
私
用
及
び
提
供
の
制
限
）
（
適
性
評
価
に
蔭
す
る
個
人
情
報
の
和
用
及
び
提
供
の
制
限
）

十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の
第
十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の

保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
十
二
条
第
三
保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
十
二
条
第
三

項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て
む
。
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て

の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取
の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取

得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の

情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
に
よ
っ
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
に
よ
っ

て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（
て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
各
号
、
同
法
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
各
号
、
同
法

第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
の
定
め
る
事
由

、
同
法
第
七
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八
、
同
法
第
七
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八

十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
一
号
）
第
二
十
条
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し
条
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し

く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項
規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項

各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
沼
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
適
合
事
業
者
及
び
適
合
事
業
者
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
す

る
派
遣
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
以

外
の
目
的
の
た
め
に
、
第
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
通
知
さ
れ
た
内
容
を
自
ら
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は

な
ら
な
い
。
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